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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　1枚の又は複数枚が積層された透明な基体シートと、
　前記１枚の透明な基体シートの表面及び裏面、又は前記複数枚が積層された透明な基体
シートの最表面及び最裏面の上に形成された透明導電膜と、
　前記透明導電膜の各々の上に形成された遮光性の電極用導電膜と、
　前記遮光性の電極用導電膜の各々の上に形成された第１レジスト層とを備え、
　前記基体シートの中央窓部にある前記透明導電膜及び前記遮光性の電極用導電膜が、前
記第１レジスト層の露光・現像の後のエッチングにより位置ずれなく積層された所望のパ
ターンに形成され、
　前記基体シートの外枠縁部にある前記透明導電膜及び前記遮光性の電極用導電膜が、前
記第１レジスト層の露光・現像の後のエッチングにより位置ずれなく積層されて細線引き
回し回路パターンに形成され、
　前記第１レジスト層が除去され、更に前記中央窓部にある前記遮光性の電極用導電膜が
エッチング除去されることにより前記中央窓部にある前記透明導電膜が回路パターンを構
成し、
　少なくとも片面において、前記回路パターン及び前記細線引き回し回路パターンの少な
くとも１つの上に透光性の保護フィルムが貼り合わされた、保護フィルム付き狭額縁タッ
チ入力シート。
【請求項２】
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　前記透光性の保護フィルムは、環状オレフィン系樹脂フィルムからなる、請求項１記載
の保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シート。
【請求項３】
　前記中央窓部におけるリタデーション値が、２０ｎｍ以下である、請求項１又は２記載
の保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シート。
【請求項４】
　前記遮光性の電極用導電膜は、３０～１０００ｎｍの厚みの銅箔である、請求項１から
３のいずれかに記載の保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シート。
【請求項５】
　静電容量方式である、請求項１から４のいずれかに記載の保護フィルム付き狭額縁タッ
チ入力シート。
【請求項６】
　透明な基体シートの両面に各々、透明導電膜、遮光性の電極用導電膜、第一レジスト層
を順次積層形成した後、両面同時に前記第一レジスト層を露光し、現像した後、前記透明
導電膜及び前記遮光性の電極用導電膜をエッチングし、前記第一レジスト層を剥離するこ
とにより、前記基体シートの両面の外枠縁部の各々に前記透明導電膜及び前記遮光性の電
極用導電膜が積層された細線引き回し回路パターンを形成した後、前記細線引き回し回路
パターン上に第二レジスト層を被覆形成し、前記第二レジスト層が形成されていない前記
遮光性の電極用導電膜層のみをエッチングすることにより両面の中央窓部の各々に透明導
電膜の回路パターンを露出形成し、少なくとも片面において、前記回路パターン及び前記
細線引き回し回路パターンの少なくとも１つの上に透光性の保護フィルムを貼り合わせる
、保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シートの製造方法。
【請求項７】
　二枚の透明な基体シート上に各々、透明導電膜、遮光性の電極用導電膜、第一レジスト
層を順次積層形成し、前記基体シート同士を対向して積層することにより、積層された前
記基体シートの両面に前記透明導電膜、前記遮光性の電極用導電膜、前記第一レジスト層
を形成した後、両面同時に前記第一レジスト層を露光し、現像した後、前記透明導電膜及
び前記遮光性の電極用導電膜をエッチングし、前記第一レジスト層を剥離することにより
、両面の外枠縁部の各々に前記透明導電膜及び前記遮光性の電極用導電膜が順次積層され
た細線引き回し回路パターンを形成した後、前記細線引き回し回路パターン上に第二レジ
スト層を被覆形成し、前記第二レジスト層が形成されていない中央窓部の前記遮光性の電
極用導電膜層のみをエッチングすることにより前記透明導電膜の回路パターンを露出形成
し、少なくとも片面において、前記回路パターン及び前記細線引き回し回路パターンの少
なくとも１つの上に透光性の保護フィルムを貼り合わせる、保護フィルム付き積層狭額縁
タッチ入力シートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネルなどの映像画面を設けるような携帯電話やＰＤＡ、小型ＰＣなど
の入力デバイスに適用できる狭額縁タッチ入力シートであって、とくに耐性に優れ透明導
電膜パターンを二層にもできる狭額縁タッチ入力シートに関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、透明電極の引き出し端子の各端子上に金属膜を形成した後、入力パネル領域の透
明電極パターンと引き出し端子列の金属膜及び透明電極を同時にエッチングして、タッチ
入力装置を形成する発明の文献として特許文献１があった。
【０００３】
　上記特許文献１の発明は、図４に示すように、ポリエステルフィルム３０上にＩＴＯ膜
３１からなる透明電極を形成し、その上にフォトレジスト膜３２をパターン形成し、次い
でフォトレジスト膜３２上をマスク３３で覆った後、Ｉｎ膜からなる金属膜３４を形成し
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、マスク３３を外し、フォトレジスト膜３２をレジスト剥離液で除去して、金属膜３４を
パターン形成するものであり、その後パターン化された金属膜３４上に第二のフォトレジ
スト膜３５をパターン形成し(図４（ｅ）参照)、塩化第２鉄水溶液等で金属膜３５とＩＴ
Ｏ膜３１を同時にエッチング除去し、最後にフォトレジスト膜３５をレジスト剥離液で除
去する方法の発明である。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１０８２６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の方法は、金属膜３４およびＩＴＯ膜３２を同時に効率よくエッチ
ングする必要があるために、かなり濃度の高い塩化第２鉄水溶液等を使用する必要があり
、エッチング後の水洗洗浄が不十分であると、高温高湿などの環境試験下においてＩＴＯ
膜３２や金属膜３４の腐食が進み、電気特性が劣化する問題があった。従って、狭額縁タ
ッチ入力シートのように引き回し回路が細線でかつ長期間に渡って低抵抗を維持し、さら
に透明電極も長期間に渡って所定の電気抵抗範囲内に収めなければならないという用途に
は、その状態のままでは適用できない問題があった。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、前記課題を解決することにあって、狭額縁で透明導電膜
パターンが二層の静電容量式のタッチセンサーに適する保護フィルム付き狭額縁タッチ入
力シート、保護フィルム付き積層狭額縁タッチ入力シート及びこれらの製造方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１態様によれば、少なくとも基体シート上の中央窓部に透明導電膜の回路パ
ターンが形成され、外枠縁部に透明導電膜および遮光性の電極用導電膜が順次積層された
細線引き回し回路パターンが形成され、該透明導電膜または遮光性の電極用導電膜上に透
光性の保護フィルムが形成されたことを特徴とする保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シ
ート。
【０００８】
　また、本発明の第２態様によれば、前記狭額縁タッチ入力シートの中央窓部におけるリ
タデーション値が、２０ｎｍ以下である第１態様に記載の保護フィルム付き狭額縁タッチ
入力シートを提供する。
【０００９】
　また、本発明の第３態様によれば、前記透光性の保護フィルムが、環状オレフィン系樹
脂フィルムからなる第１態様又は第２態様に記載の保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シ
ートを提供する。
【００１０】
　また、本発明の第４態様によれば、前記遮光性の電極用導電膜層が、３０～１０００ｎ
ｍの厚みの銅箔からなる第１～３態様のいずれかに記載の保護フィルム付き狭額縁タッチ
入力シートを提供する。
【００１１】
　また、本発明の第５態様によれば、前記透明導電膜の回路パターンおよび前記細線引き
回し回路パターンが、基体シートの両面に形成され、少なくとも片方の面の透明導電膜ま
たは細線引き回し回路パターン上に透光性の保護フィルムが形成された第１～４態様のい
ずれかに記載の保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シートを提供する。
【００１２】
　また、本発明の第６態様によれば、前記狭額縁タッチ入力シートが静電容量方式である
第５態様に記載の保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シートを提供する。
【００１３】
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　また、本発明の第７態様によれば、第１～４態様のいずれかに記載の狭額縁タッチ入力
シートが複数積層された積層狭額縁タッチ入力シートであって、該積層狭額縁タッチ入力
シートが抵抗膜方式または静電容量方式であることを特徴とする保護フィルム付き積層狭
額縁タッチ入力シートを提供する。
【００１４】
　また、本発明の第８態様によれば、基体シート上に透明導電膜、遮光性の電極用導電膜
、第一レジスト層を順次形成した後、該透明導電膜および遮光性の電極用導電膜を同時に
エッチングし、第一レジスト層を剥離することにより、外枠縁部に透明導電膜および遮光
性の電極用導電膜が順次積層された細線引き回し回路パターンを形成した後、該細線引き
回し回路パターン上に第二レジスト層を被覆形成し、該第二レジスト層が形成されていな
い中央窓部の遮光性の電極用導電膜層のみをエッチングすることにより透明導電膜の回路
パターンを露出形成し、該遮光性の電極用導電膜層または透明導電膜の回路パターン上に
透光性の保護フィルムを積層することを特徴とする第１～４態様のいずれかに記載の保護
フィルム付き狭額縁タッチ入力シートの製造方法を提供する。
【００１５】
　また、本発明の第９態様によれば、基体シートの両面に各々、透明導電膜、遮光性の電
極用導電膜、第一レジスト層を順次形成した後、両面同時に第一レジスト層を露光し、現
像した後、前記透明導電膜および遮光性の電極用導電膜を同時にエッチングし、第一レジ
スト層を剥離することにより、基体シートの両面外枠縁部に各々、透明導電膜および遮光
性の電極用導電膜が積層された細線引き回し回路パターンを形成した後、該各々両面細線
引き回し回路パターン上に第二レジスト層を被覆形成し、該第二レジスト層が形成されて
いない遮光性の電極用導電膜層のみをエッチングすることにより各々両面中央窓部に透明
導電膜の回路パターンを露出形成し、該遮光性の電極用導電膜層または透明導電膜の回路
パターン上に透光性の保護フィルムを積層することを特徴とす第５態様又は第６態様に記
載の保護フィルム付き狭額縁タッチ入力シートの製造方法を提供する。
【００１６】
　また、本発明の第１０態様によれば、二枚の基体シート上にそれぞれ透明導電膜、遮光
性の電極用導電膜、第一レジスト層を順次形成し、該基体シートどうしを対向して積層す
ることにより積層された基体シートの両面に透明導電膜、遮光性の電極用導電膜、第一レ
ジスト層を形成した後、両面同時に第一レジスト層を露光し、現像した後、前記透明導電
膜および遮光性の電極用導電膜を同時にエッチングし、第一レジスト層を剥離することに
より、両面外枠縁部に透明導電膜および遮光性の電極用導電膜が順次積層された細線引き
回し回路パターンを形成した後、該細線引き回し回路パターン上に第二レジスト層を被覆
形成し、該第二レジスト層が形成されていない中央窓部の遮光性の電極用導電膜層のみを
エッチングすることにより透明導電膜の回路パターンを露出形成し、該遮光性の電極用導
電膜層または透明導電膜の回路パターン上に透光性の保護フィルムを積層することを特徴
とする第７態様に記載の保護フィルム付き積層狭額縁タッチ入力シートの製造方法を提供
する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の狭額縁タッチ入力シートは、少なくとも基体シート上の中央窓部に透明導電膜
の回路パターンが形成され、外枠縁部に透明導電膜および遮光性の電極用導電膜が順次積
層された細線引き回し回路パターンが形成され、該透明導電膜または遮光性の電極用導電
膜上に透光性の保護フィルムが形成されたことを特徴とする。したがって、非常に耐性に
優れた狭額縁タッチ入力シートにできる効果がある。
【００１８】
　また、本発明の狭額縁タッチ入力シートは、狭額縁タッチ入力シートの中央窓部におけ
るリタデーション値が２０ｎｍ以下であることを特徴とする。したがって、色ムラなどが
少ない光学特性に優れた狭額縁タッチ入力シートにできる効果がある。また本発明の狭額
縁タッチ入力シートは、前記透光性の保護フィルムが環状オレフィン系樹脂フィルムから
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なることを特徴とする。したがって、ガラス転移温度が高く光弾性係数が低いので安定し
た光学特性を有する狭額縁タッチ入力シートにできる効果がある。
【００１９】
　また。本発明の狭額縁タッチ入力シートは、遮光性の電極用導電膜層が、３０～１００
０ｎｍの厚みの銅箔からなることを特徴とする。したがって、導電性が良い電極用導電膜
層であるため、応答性のよい狭額縁タッチ入力シートにできる効果がある。また、遮光性
の高い電極用導電膜層であるため露光の光線が反対面の第一レジスト層に達するのを防ぐ
効果があり、狭額縁タッチ入力シートを生産性よく高品質で製造できる効果もある。
【００２０】
　また、本発明の狭額縁タッチ入力シートは、前記透明導電膜の回路パターンおよび前記
細線引き回し回路パターンが、基体シートの両面に形成され、少なくとも片方の面の透明
導電膜または細線引き回し回路パターン上に透光性の保護フィルムが形成された狭額縁タ
ッチ入力シートであってもよい。したがって、両面に透明導電膜および遮光性の電極用導
電膜が形成されかつ非常に耐性に優れた狭額縁タッチ入力シートにできる効果がある。
【００２１】
　また、本発明の狭額縁タッチ入力シートは、前記狭額縁タッチ入力シートが静電容量方
式であることを特徴とする。また本発明の積層狭額縁タッチ入力シートは、前記狭額縁タ
ッチ入力シートが複数積層された積層狭額縁タッチ入力シートであって、抵抗膜方式また
は静電容量方式であることを特徴とする。したがって、静電容量方式や抵抗膜方式のタッ
チ入力シートに適用できる効果がある。
【００２２】
　そして、本発明の狭額縁タッチ入力シートの製造方法は、基体シート上に透明導電膜、
遮光性の電極用導電膜、第一レジスト層を順次形成した後、該透明導電膜および遮光性の
電極用導電膜を同時にエッチングし、第一レジスト層を剥離することにより、外枠縁部に
透明導電膜および遮光性の電極用導電膜が順次積層された細線引き回し回路パターンを形
成した後、該細線引き回し回路パターン上に第二レジスト層を被覆形成し、該第二レジス
ト層が形成されていない中央窓部の遮光性の電極用導電膜層のみをエッチングすることに
より透明導電膜の回路パターンを露出形成し、該遮光性の電極用導電膜層または透明導電
膜の回路パターン上に透光性の保護フィルムを積層することを特徴とする。したがって、
耐性等に優れた狭額縁タッチ入力シートを効率的に製造できる効果がある。
【００２３】
　　また、本発明の狭額縁タッチ入力シートの製造方法は、基体シートの両面に各々、透
明導電膜、遮光性の電極用導電膜、第一レジスト層を順次形成した後、両面同時に第一レ
ジスト層を露光し、現像した後、前記透明導電膜および遮光性の電極用導電膜を同時にエ
ッチングし、第一レジスト層を剥離することにより、基体シートの両面外枠縁部に各々、
透明導電膜および遮光性の電極用導電膜が積層された細線引き回し回路パターンを形成し
た後、該各々両面細線引き回し回路パターン上に第二レジスト層を被覆形成し、該第二レ
ジスト層が形成されていない遮光性の電極用導電膜層のみをエッチングすることにより各
々両面中央窓部に透明導電膜の回路パターンを露出形成し、該遮光性の電極用導電膜層ま
たは透明導電膜の回路パターン上に透光性の保護フィルムを積層することを特徴とする。
したがって、両面に透明導電膜および遮光性の電極用導電膜が形成されかつ非常に耐性等
に優れた狭額縁タッチ入力シートを効率的に製造できる効果がある。
【００２４】
　また、本発明の積層狭額縁タッチ入力シートの製造方法は、二枚の基体シート上にそれ
ぞれ透明導電膜、遮光性の電極用導電膜、第一レジスト層を順次形成し、該基体シートど
うしを対向して積層することにより積層された基体シートの両面に透明導電膜、遮光性の
電極用導電膜、第一レジスト層を形成した後、両面同時に第一レジスト層を露光し、現像
した後、前記透明導電膜および遮光性の電極用導電膜を同時にエッチングし、第一レジス
ト層を剥離することにより、両面外枠縁部に透明導電膜および遮光性の電極用導電膜が順
次積層された細線引き回し回路パターンを形成した後、該細線引き回し回路パターン上に
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第二レジスト層を被覆形成し、該第二レジスト層が形成されていない中央窓部の遮光性の
電極用導電膜層のみをエッチングすることにより透明導電膜の回路パターンを露出形成し
、該遮光性の電極用導電膜層または透明導電膜の回路パターン上に透光性の保護フィルム
を積層することを特徴とする。したがって、基体シート同士を貼り合わせるだけで複数の
透明導電膜の回路パターンおよび細線引き回し回路パターンが形成されかつ非常に耐性等
に優れた積層狭額縁タッチ入力シートを効率的に製造できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る狭額縁タッチ入力シートのうち、回路パターンおよび細線引き回し
回路パターンが基体シートの両面に形成されている狭額縁タッチ入力シートの一実施例を
示す模式断面図である。
【図２（ａ）】図１の狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図２（ｂ）】図１の狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図２（ｃ）】図１の狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図２（ｄ）】図１の狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図２（ｅ）】図１の狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図２（ｆ）】図１の狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図２（ｇ）】図１の狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図３】積層狭額縁タッチ入力シートを製造する工程を示す模式図である。
【図４】特許文献１に記載のタッチ入力装置の電極形成工程を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の最良の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２７】
　本発明の狭額縁タッチ入力シート５は、少なくとも基体シート７上の中央窓部２４に透
明導電膜３の回路パターンが形成され、外枠縁部２２に透明導電膜３および遮光性の電極
用導電膜１が順次積層された細線引き回し回路パターン１０が形成され、該透明導電膜３
または遮光性の電極用導電膜１上に透光性の保護フィルム３０が形成されていることを特
徴とする。そして、透明導電膜３の回路パターンおよび細線引き回し回路パターン１０は
、片面だけでなく両面にも形成することができ、その両面もしくは片面に透光性の保護フ
ィルム３０が形成されていることを特徴とする。（図１参照）。
【００２８】
　このような透明導電膜３の回路パターンおよび細線引き回し回路パターン１０を両面に
形成する狭額縁タッチ入力シート５の製造方法は、まず基体シート７の表裏両面に、透明
導電膜３、遮光性の電極用導電膜１、第一レジスト層１６を順次全面形成した後、表裏そ
れぞれ所望のパターンのマスク１２を載せ、露光・現像して第一レジスト層１６をパター
ン形成する（図２（ａ）参照）。あるいは厚みの薄い二枚の基体シート７を用いて、それ
ぞれの片面に透明導電膜３、遮光性の電極用導電膜１、第一レジスト層１６を順次全面形
成した後、これらの二枚の基体シート７が対向するように積層し、表裏それぞれ所望のパ
ターンのマスク１２を載せ、露光・現像して第一レジスト層１６をパターン形成した狭額
縁タッチ入力シート５としてもよい（図２（ｂ）参照）。その際、遮光性の電極用導電膜
１が反対側の面の露光光線１４を遮断するので、同時に違うマスクパターンで露光しても
反対側の第一レジスト層１６のパターンに影響を及ぼすこともない。なお、基体シート７
の積層手段としては熱ラミネートや接着剤層を介したドライラミネートなどが挙げられる
。
【００２９】
　次いで、塩化第二鉄などのエッチング液で透明導電膜３および遮光性の電極用導電膜１
を同時にエッチングし、細線パターンを形成する（図２（ｃ）参照）。次いで、レジスト
剥離液でもって第一レジスト層１６を剥離し、遮光性の電極用導電膜１を露出させた後、
露出した遮光性の電極用導電膜１のうち外枠縁部２２の部分のみに第二レジスト層１８を
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形成する（図２（ｄ）参照）。次いで、酸性化した過酸化水素などの特殊エッチング液で
エッチングすると、第二レジスト層１８が形成されている外枠縁部２２はそのまま残り、
第二レジスト層１８が形成されず遮光性の電極用導電膜１が露出されたままの中央窓部２
４は遮光性の電極用導電膜１がエッチング除去され、その下にある透明導電膜３が露出す
る（図２（ｅ）参照）。中央窓部２４は両面に透明の導電膜が形成されたディスプレイ部
となり、外枠縁部２２に形成された遮光性の電極用導電膜１およびその下に同一のパター
ンで形成された透明導電膜３は細線引き回し回路パターン１０となる。
【００３０】
　ただし、この状態では透明導電膜３が露出しており、第二レジスト層１８も特殊エッチ
ング液で多少劣化したり膨潤したりして、長期間に渡る透明導電膜３および遮光性の電極
用導電膜１の保護には不十分な場合もある。そこで、本発明では、透光性の保護フィルム
３０を両面に貼り付けし透明導電膜３または遮光性の電極用導電膜１のさらなる保護を図
っている（図２（ｆ）参照）。
【００３１】
　そして、以上の方法により得られた狭額縁タッチ入力シート５の両面に形成された細線
引き回し回路パターン１０の端部をＩＣチップが搭載された外部回路２８に接続すれば、
基体シート７を挟んで透明導電膜３が両面に形成された静電容量式タッチセンサーが製造
される（図２（ｇ）参照）。
【００３２】
　以上、狭額縁タッチ入力シート５の効率的な製造方法を示したが、本発明は必ず両面に
透明導電膜３の回路パターンおよび細線引き回し回路パターン１０を形成することに限定
するわけではなく、片側の面のみに形成してもよい。たとえば、抵抗膜方式のように透明
導電膜３を対向して積層しなければならないタッチセンサーの場合は、従来のように片面
のみに回路パターンを形成した狭額縁タッチ入力シート５を、スペーサーを介して透明導
電膜３どうしが対向するよう積層貼り付けして積層狭額縁タッチ入力シートを形成する。
この場合でも従来のタッチセンサーよりも効率的に製造することができるため大きなメリ
ットがある。そして、この場合は透光性の保護フィルム３０は細線引き回し回路パターン
１０のみに形成することとなる（図３参照）。
【００３３】
　次に上記狭額縁タッチ入力シート５を形成する各層について詳細に説明する。まず、基
体シート７は厚みが３０～２０００μｍ程度の透明なシートからなり、材質としてはポリ
エステル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、オレフィン系樹脂、ポリブチレンテレフタレート
系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、アクリル系樹脂などのプラスチックフィルムのほか、
各種ガラスなどが挙げられる。
【００３４】
　遮光性の電極用導電膜層１としては、導電率が高くかつ遮光性の良い単一の金属膜やそ
れらの合金または化合物などからなる層が挙げられ、真空蒸着法、スパッタリング法、イ
オンプレーティング法、鍍金法などで形成するとよい。そして、透明導電膜ではエッチン
グされないが自身はエッチングされるというエッチャントが存在することも必要である。
その好ましい金属の例としては、アルミニウム、ニッケル、銅、銀などが挙げられる。と
くに銅箔からなる厚み３０～１０００ｎｍの金属膜は、導電性、遮光性に優れ、透明導電
膜はエッチングされない酸性雰囲気下での過酸化水素水で容易にエッチングできるほか、
外部回路との接続のしやすさも併せ持つため非常に好ましい。
【００３５】
　透明導電膜３は、インジウムスズ酸化物、亜鉛酸化物などの金属酸化物などからなる層
が挙げられ、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、鍍金法などで形
成するとよい。厚みは数十から数百ｎｍ程度で形成され、塩化第二鉄などの溶液では遮光
性の電極用導電膜１とともに容易にエッチングされるが、酸性雰囲気下での過酸化水素水
など遮光性の電極用導電膜層１のエッチング液では容易にエッチングされないことが必要
である。そして、８０％以上の光線透過率、数ｍΩから数百Ωの表面抵抗値を示すことが
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好ましい。
【００３６】
　第一レジスト層１６としては、レーザー光線やメタルハライドランプなどで露光しアル
カリ溶液などで現像が可能なノボラック系樹脂やテトラメチルアンモニウムハイドロオキ
サイドなどのフォトレジスト材料で構成するのが好ましい。フォトレジスト材料による露
光・現像により線幅の細い細線引き回し回路パターン１０が確実性よく形成でき、よりの
狭額縁タッチ入力シート５が製造できるからである。また本発明では、前述したように遮
光性を持つ電極用導電膜層１を形成するため、第一レジスト層１６がフォトレジスト材料
で構成されていると、表裏同時に露光・現像ができるため非常に生産性よく狭額縁タッチ
入力シート５を製造できるからである。第一レジスト層１６の形成方法は、グラビア、ス
クリーン、オフセットなどの汎用の印刷法のほか、各種コーターによる方法、塗装、ディ
ッピングなどの方法により形成するとよい。
【００３７】
　第二レジスト層１８は、酸性雰囲気下での過酸化水素水など遮光性の電極用導電膜層１
のエッチング液に耐性をもつ材料であればとくに限定されない。また外部回路２８との接
続端子を除いてそのまま保護膜として永久的に残存させても良いので、必ずしも第一レジ
スト層１６のように現像で除去しなくともよい。そのような保護膜としての機能も有する
材料としては、エポキシ系、ウレタン系、アクリル系などの熱硬化性樹脂や、ウレタンア
クリレート系、シアノアクリレート系などの紫外線硬化型樹脂が挙げられる。形成方法や
厚みは第一レジスト層１８と同様で構わない。
【００３８】
　透光性の保護フィルム３０は、防湿性にすぐれ、かつ狭額縁タッチ入力シートの中央窓
部におけるリタデーション値が、２０ｎｍ以下にできるような光学等方性を有するフィル
ムが好ましい。リタデーション値が２０ｎｍを越えるような大きい値であると、タッチ入
力シートからの出射光および通過光が互いに垂直な振動方向をもつ２つの光波に分けられ
、光波の位相ずれが発生してタッチ入力シートからの出射光の色と異なる色に変わったり
、色むらが生じる恐れがあるからである。
【００３９】
　このような透光性の保護フィルム３０に適する材料としては、環状オレフィン系樹脂、
ポリエーテルスルフォン系樹脂、ポリアリレート系樹脂、アモルファスポリオレフィン系
樹脂などが挙げられる。その中でも環状オレフィン系樹脂は、ガラス転移温度が高く光弾
性係数が低いので安定したリタデーション値が得られる材料として最適である。
【００４０】
　透光性の保護フィルム３０の厚みは、１０～５００μｍの間で適宜選択するとよい。厚
みが１０μｍ未満であれば耐性向上という保護フィルムの役割を果たすのが困難となり、
５００μｍを超えれば中央窓部におけるリタデーション値を２０ｎｍ以下にするのが困難
となる。
【００４１】
　透光性の保護フィルム３０の貼り付け方法は、熱ラミネートや接着剤・粘着剤を介した
ラミネートなどとくに限定されない。また、遮光性の電極用導電膜層１上と透明導電膜３
とで材質や厚みの異なる透光性の保護フィルム３０を貼り付けしても構わない。
【００４２】
　なお、リタデーション（複屈折）とは、結晶その他の非等方性物質に入射した光が互い
に垂直な振動方向を持つ２つの光波に分かれる現象である。複屈折を持つ材料に非偏光の
光を入射すると、入射光は２つに分かれる。両者は振動方向が互いに直角で、一方を垂直
偏光、他方を水平偏光という。垂直の方が異常光線、水平の方が常光線となり、常光線は
伝搬速度が伝搬方向によらない光線で、異常光線は伝搬方向によって速度が異なる光線で
ある。複屈折材料ではこの２つの光線の速度が一致する方向がありこれを光学軸という。
リタデーション値Δｎｄは、Δｎｄ＝（ｎｘ－ｎｙ）ｄで表される。ここで、ｄは試料の
厚さ、ｎｘ、ｎｙは試料の屈折率である。
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【００４３】
《実施例１》　
　基体シートとして厚さ１００μｍの無色透明ポリエステルフィルムを用い、その表裏両
面に透明導電膜としてインジウムスズ酸化物からなるスパッタリング法で２００ｎｍの厚
みで形成し、その上に遮光性の電極用導電膜として銅膜をスパッタリング法で３００ｎｍ
の厚みで形成し、その上に第一レジスト層としてノボラック樹脂をグラビアコートで形成
し、表側にはＸ方向の電極パターンからなるマスクを載置し、裏側にはＹ方向の電極パタ
ーンからなるマスクを載置して、メタルハライドランプによって表裏両面同時に露光し、
アルカリ溶液に浸して現像した。
【００４４】
　次いで、塩化第二鉄のエッチング液でインジウムスズ酸化物膜および銅膜を同時にエッ
チングしたところ、中央窓部表面にはＸ方向の電極パターン、その裏側にはＹ方向の電極
パターンが露出して形成され、その中央窓部を囲む外枠縁部には平均線幅２０μｍの細線
引き回しパターンが表裏両面に露出して形成されていた。次いで、これらの細線引き回し
パターンを覆うように第二レジスト層として熱硬化アクリル樹脂層をスクリーン印刷で１
０μｍの厚みに形成した。次いで、酸性雰囲気下での過酸化水素水に浸すと露出していた
中央窓部の露出していた銅膜がエッチング除去され、その下に形成されていたインジウム
スズ酸化物膜のみが残った。
【００４５】
　次いで、両面に形成された中央窓部の透明電極パターンおよび外枠縁部の熱硬化アクリ
ル樹脂層を覆うように厚さ５０μｍの環状オレフィン樹脂からなる透光性の保護フィルム
をアクリル系粘着剤を介して両面に貼り付けした。以上の方法により、中央窓部には基体
シートの両面にそれぞれＸ方向の電極パターン、Ｙ方向の電極パターンのインジウムスズ
酸化物膜のみが形成され、各々の外枠縁部にはインジウムスズ酸化物膜の上に同じパター
ンの銅膜が形成された細線引き回し回路が形成され、細線引き回し回路を覆うように熱硬
化アクリル樹脂層が被覆され、各々の透明電極パターンおよび熱硬化アクリル樹脂層を覆
うように透光性の保護フィルムが被覆された狭額縁タッチ入力シートが得られた。
【００４６】
　この得られた狭額縁タッチ入力シートに形成されている細線引き回し回路パターンの端
部をＩＣチップが搭載された外部回路に接続して、長期間、静電容量式タッチセンサーと
して作動するか評価したところ、安定した電気特性が維持できる結果が得られた。また、
中央窓部でのリタデーション値を測定してみたところ２０ｎｍであり、色むらなどの問題
は生じていなかった。
【００４７】
《実施例２》　
　基体シートとして厚さ５０μｍの無色透明ポリエステルフィルムを二枚用い、それぞれ
片面の中央窓部表面にＸ方向、Ｙ方向の透明導電膜の電極パターンを形成し、次いで遮光
性の電極用導電膜、第一レジスト層、第二レジスト層を形成し、次いで第二レジスト層上
のみに厚さ２０μｍの環状オレフィン樹脂からなる透光性の保護フィルムを貼り付けして
、それぞれ別個に狭額縁タッチ入力シートを形成した他は実施例１と同様の方法によって
、狭額縁タッチ入力シートを二枚得た。この二枚の狭額縁タッチ入力シートを中央窓部の
電極パターンどうしが対向するよう積層し積層狭額縁タッチ入力シートとした後、それぞ
れの狭額縁タッチ入力シートに形成された細線引き回し回路パターンの端部をＩＣチップ
が搭載された外部回路に接続して、長期間、抵抗膜式タッチセンサーとして作動するか評
価したところ、安定した電気特性が維持できる結果が得られた。
【００４８】
《実施例３》　
　基体シートとして厚さ３８μｍの無色透明ポリエステルフィルムを二枚用い、各々の基
体シートの片面に透明導電膜、遮光性の電極用導電膜、第一レジスト層、第二レジスト層
を順次形成し、該基体シートどうしを対向して積層することにより積層された基体シート
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の両面に透明導電膜、遮光性の電極用導電膜、第一レジスト層を形成し、表側中央窓部表
面にＸ方向の電極パターンを形成し、裏側の中央窓部表面にＹ方向の電極パターンを形成
した後、各々の中央窓部表面の電極パターンのみに厚さ３０μｍの環状オレフィン樹脂か
らなる透光性の保護フィルムを貼り付けした他は実施例１と同様の方法によって狭額縁タ
ッチ入力シートを得た。この狭額縁タッチ入力シートに形成された細線引き回し回路パタ
ーンの端部をＩＣチップが搭載された外部回路に接続して、長期間、静電容量式タッチセ
ンサーとして作動するか評価したところ、安定した電気特性が維持できる結果が得られた
。また、中央窓部でのリタデーション値を測定してみたところ１０ｎｍであり、色むらな
どの問題は生じていなかった。
【００４９】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に
含まれると理解されるべきである。
【符号の説明】
【００５０】
　　１　　遮光性の電極用導電膜層
　　３　　透明導電膜
　　５　　狭額縁タッチ入力シート
　　７　　基体シート
　　１０　細線引き回し回路パターン
　　１２　マスク
　　１４　露光光線
　　１６　第一レジスト層
　　１８　第二レジスト層
　　２２　狭額縁タッチ入力シート５の外枠縁部
　　２４　狭額縁タッチ入力シート５の中央窓部
　　２８　外部回路
　　３０　透光性の保護フィルム
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